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第１回定例会の
主な日程議

員　

知
事
は
、
選
挙
戦
で
、
四
つ

の「
新
し
い
茨
城
」
づ
く
り
の
ほ
か
、

「
知
事
多
選
禁
止
条
例
の
制
定
」、「
情

報
公
開
と
ガ
ラ
ス
張
り
の
県
政
」
な

ど
を
公
約
に
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
公
約
に
つ
き
、
何
を
優
先
し
、
ま

た
、
達
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
工

程
で
取
り
組
む
の
か
。

知
事　

企
業
誘
致
、
医
師
確
保
対
策
、

人
財
育
成
、
魅
力
度
№ 
１
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
な
ど
に
重
点
的
に
取
り
組
む
た

め
、
機
動
的
・
能
率
的
な
組
織
へ
の

再
編
と
、
政
策
検
証
の
工
程
と
し
て

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
構
築
す
る
。

多
選
禁
止
条
例
に
つ
い
て
は
、
平
成

三
十
年
度
に
制
定
を
進
め
て
い
く
。

議
員　

知
事
は
議
会
を
尊
重
し
、
議

会
は
是
々
非
々
の
立
場
か
ら
県
政
運

営
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
両
者
が
協
力
す

る「
ク
ル
マ
の
左
右
両
輪
」
の
関
係

が
理
想
と
考
え
る
。
二
元
代
表
制
の

在
り
方
と
議
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

知
事　

議
会
と
首
長
は
、
良
い
意
味

で
の
緊
張
関
係
を
保
ち
、
切
磋
琢
磨

し
な
が
ら
、
地
域
の
発
展
と
住
民
福

祉
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
議
会
に
は
、

県
政
運
営
の
チ
ェ
ッ
ク
、
政
策
提
言

の
面
で
尽
力
を
お
願
い
す
る
と
と
も

に
、
執
行
部
と
し
て
も
、
説
明
責
任

を
果
た
し
、
政
策
議
論
を
重
ね
て
連

携
・
協
力
を
図
っ
て
い
く
。

議
員　

本
県
で
は
、
既
存
の
産
業
の

発
展
は
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
産
業
・

雇
用
の
創
出
や
、
医
師
不
足
の
解
消
、

魅
力
度
の
向
上
、
地
域
間
格
差
の
改

善
な
ど
に
注
力
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
平
成
三
十
年
度
予
算
編

成
に
当
た
っ
て
、
い
か
な
る
基
本
的

考
え
方
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
施

策
に
重
点
を
置
い
た
の
か
。

知
事　

昨
年
末
に
発
表
し
た「
政
策

ビ
ジ
ョ
ン
」
に
基
づ
き
、「
新
し
い

豊
か
さ
」、「
新
し
い
安
心
安
全
」
な

ど
の
四
つ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
取
り
組

む
予
算
と
し
た
。
特
に
、「
質
の
高

い
雇
用
創
出
に
向
け
た
産
業
育
成
」、

「
抜
本
的
な
医
師
確
保
対
策
」、「
新

し
い
時
代
に
適
応
で
き
る
教
育
の
推

進
と
環
境
の
充
実
」、「
魅
力
度
№ 
１

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
力
点
を
置
い
た
。

議
員　

Ａ
Ｉ
の
活
用
と
い
う
面
か
ら
、

起
業
を
積
極
的
に
支
援
し
て
、
産
業

の
創
出
や
振
興
を
促
進
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
県
民
生
活
向
上
の
た
め

の
Ａ
Ｉ
活
用
に
つ
い
て
、
県
が
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
実
現
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
に

取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

知
事　

産
業
の
振
興
に
つ
い
て
は
、

Ａ
Ｉ
な
ど
新
た
な
成
長
分
野
の
本
社

機
能
な
ど
の
本
県
移
転
に
対
し
、
一

社
当
た
り
最
大
五
十
億
円
と
な
る
補

助
制
度
を
創
設
し
、
関
連
企
業
な
ど

の
誘
致
を
進
め
て
い
く
。
Ａ
Ｉ
は
県

民
生
活
の
向
上
に
も
大
き
く
寄
与
す

る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
介
護
専
門
職
な
ど
の

省
力
化
に
つ
な
げ
る
事
業
を
実
施
し

て
い
く
。

議
員　

心
豊
か
な
人
間
性
を
有
し
、

他
人
と
協
働
で
き
る
人
材
の
育
成
を

目
標
に
す
べ
き
と
考
え
る
。
ま
た
、

郷
土
に
誇
り
を
持
て
る
よ
う
な
心
や
、

多
様
な
価
値
観
を
認
容
で
き
る
精
神

を
培
う
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
の

上
で
、
良
質
な
学
力
の
向
上
に
努
め

る
べ
き
と
考
え
る
が
、
知
事
は
、
本

県
の
子
ど
も
た
ち
を
ど
の
よ
う
な
人

間
に
育
て
た
い
と
考
え
て
い
る
か
。

知
事　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
自
ら
課

題
を
発
見
し
て
、
解
決
に
結
び
つ
け

る
力
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
考
え

て
い
る
。
郷
土
検
定
や
道
徳
教
育
な

ど
、
豊
か
な
心
の
育
成
に
も
努
め
て

き
た
。
加
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会

で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
が
必
要

で
あ
り
、
今
後
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
の
精
神
を
子
ど
も
た
ち
に
育
み
た

い
と
考
え
て
い
る
。

（
ほ
か
に
、
本
県
財
政
の
健
全
化
、

魅
力
向
上
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
戦
略
な
ど
も
質
問
）

森田　悦男 議員
いばらき自民党
古 河 市 選 出  

一括方式

　

議
員
は
次
の
い
ず
れ
か
の
質
問
方

式
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

○
一
括
方
式

　

質
問
項
目
全
て
に
つ
い
て
一
括
し

て
質
問
し
、
一
括
し
て
答
弁
を
求

め
る
方
式
。

○
分
割
方
式

　

質
問
項
目
ご
と
に
分
割
し
て
質
問

し
、
そ
の
都
度
、
答
弁
を
求
め
る

方
式
。

質
問
方
式
に
つ
い
て

知
事
選
に
お
け
る
公
約
の

達
成
工
程
と
そ
の
取
り
組
み

二
元
代
表
制
の
在
り
方
と

そ
の
価
値

　

現
在
、
本
県
は
、
急
速
に
進
む
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
へ
の
対
応
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
厳
し
い
時
代
を
乗
り
越
え
、
県
が
さ
ら
な
る
飛
躍
を
遂
げ
る
た
め
に

は
、
将
来
を
見
据
え
た
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
し
、
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
た
、効
果
的
な
施
策
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
県
で
は
、
新
し
い
知
事
の
下
、
昨
年
十
二
月
に
「
新
し

い
茨
城
づ
く
り
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
、
新
た
な
茨
城
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
九
月
に
は
、
こ
の
政
策
ビ
ジ
ョ

ン
を
踏
ま
え
、
県
の
中
長
期
的
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
た
「
新
た
な

県
総
合
計
画
」
が
策
定
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
県
総
合
計
画
」
は
、
今
後
の
県
政
運
営
の
基
本
方
針
と
な
る
極
め
て
重
要

な
政
策
で
す
。
茨
城
県
議
会
基
本
条
例
の
第
二
十
五
条
で
は
、「
知
事
等
は
、

県
政
に
係
る
基
本
計
画
等
の
重
要
な
政
策
又
は
施
策
の
作
成
若
し
く
は
変
更

に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
議
会
の
政
策
提
言
の
趣
旨
を
尊
重
す

る
。」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
県
議
会
に

お
い
て
も
「
県
総
合
計
画
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
、
県
民
の
声
や
地
域

の
実
情
な
ど
を
的
確
に
反
映
し
た
提
言
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
県
議
会
で
は
、「
新
た
な
県
総
合
計
画
」
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て

調
査
・
検
討
を
行
う
「
新
し
い
茨
城
づ
く
り
調
査
特
別
委
員
会
」
を
三
月
二

十
三
日
の
本
会
議
に
お
い
て
設
置
し
ま
し
た
。
委
員
の
構
成
は
十
五
名
で
、

次
の
と
お
り
で
す
。

﹁
新
し
い
茨
城
づ
く
り
調
査
特
別
委
員
会
﹂
を
設
置
し
ま
し
た

委
員
長　
　

西
條　
　

昌
良

副
委
員
長　
　

萩
原　
　
　

勇

委　
　

員　
　

葉
梨　
　
　

衛

　

 

〃　

  　
　

飯
塚　
　

秋
男

　

 

〃　

  　
　

小
川　
　

一
成      

　

 

〃　

  　
　

常
井　
　

洋
治      

　

 

〃　

  　
　

鈴
木　
　

亮
寛

　

 

〃　

  　
　

石
塚　

仁
太
郎

委　
　

員　
　

先
﨑　
　
　

光

　

 

〃　

  　
　

磯
崎　
　

達
也

　

 

〃　

  　
　

臼
井　

平
八
郎

　

 

〃　

  　
　

佐
藤　
　

光
雄

　

 

〃　

  　
　

田
村　

け
い
子

　

 

〃　

  　
　

山
中　

た
い
子

　

 

〃　

  　
　

本
澤　
　
　

徹

平
成
三
十
年
度
予
算
編
成
の

基
本
的
な
考
え
方

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
産
業
の
振
興
と

県
民
生
活
の
向
上

茨
城
な
ら
で
は
の
人
づ
く
り

ことば
※【県民フォーラム】…平成30年2月26日に民進党から変更になりました。
※【代表質問】…会派を代表して行う質問を代表質問といいます。茨城県議会の場合には、４人以上の会派が代表質問を行うことができます。なお、議員個人の立場で行う質問を一般質問といいます。

将来を見据えた茨城ならではの人づくりを

３
月
２
日（
金
）

　

森も
り
た田　

 　

悦え
つ
お男（

い
ば
ら
き
自
民
党
）

　

佐さ
と
う藤　

 　

光み
つ
お雄（

県
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
※
）

３
月
５
日（
月
）

　

半は
ん
む
ら村　

　

 　

登
の
ぼ
る（

自
民
県
政
ク
ラ
ブ
）

　

井い

で手　

 　

義よ
し
ひ
ろ弘（

公　
　

 

明　

 　

党
）

●
質
問
者

代表質問※（要旨）

　平成30年第1回定例会は、以下の会期
日程で開催されました。

■２月27日（火）　 本　　会　　議
（開会、知事提出議案説明）

■３月２日（金）　 本　　会　　議
　　　５日（月） （代表質問・質疑）
■３月６日（火）
　　　７日（水）　 本　　会　　議 
　　　８日（木） （一般質問・質疑）
　　　９日（金）
■３月13日（火）　 常 任 委 員 会
　　　14日（水）
■３月16日（金）　 本　　会　　議

（予算関係議案常任委員長報告等）

■３月19日（月）　 予算特別委員会
　　　20日（火）
■３月22日（木）

■３月23日（金）　 本　　会　　議
（委員長報告、採決、閉会）

国体・障害者スポーツ大会
推進調査特別委員会


